高知県小規模企業者等設備貸与資金貸付要綱
　（趣旨）

第１条　この要綱は、県内の小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化の促進を図るため、小規模企業者等設備導入資金助成法（昭和31年法律第115号｡以下「法」という。）に基づき公益財団法人高知県産業振興センター（以下「センター」という。）の行う設備貸与事業（この要綱に基づく貸付けを受けて行う法第２条第６項に規定する設備貸与事業をいう。以下同じ。）に対し、知事が毎年度予算の範囲内において資金の貸付けを行うために必要な事項を定めるものとする。

　（貸付金の限度）

第２条　この要綱に基づき知事がセンターに貸し付ける資金（以下「貸付金」という。）の額は、設備貸与事業において設備の購入に要する資金の額に相当する額の２分の１以内とする。

　（貸付金の利息及び償還方法）

第３条　貸付金は、無利息とし、据置期間２年以内を含む償還期間８年以内（法第５条第１項ただし書に規定する施設に係る貸付金にあっては、13年以内）の年賦均等償還とする。

　（貸付金の申請）

第４条　センターは、貸付金の交付を受けようとするときは、別記第１号様式による貸付申請書に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前２号に掲げるもののほか、知事が必要があると認める書類

（貸付決定）

第５条　知事は、前条の規定による貸付申請書を受理した場合において、これを審査し、適当であると認めたときは、貸付けを決定し、センターに通知するものとする。

　（貸付契約の締結）

第６条　知事は、前条の規定により貸付けを決定したときは、別紙による小規模企業者等設備貸与資金貸付契約書によりセンターと貸付契約を締結するものとする。

　（対象外業種及び設備）

第７条　センターは、設備貸与事業を行うに当たっては、小規模企業者等設備導入資金助成法施行規則（昭和41年通商産業省令第74号）第１条（以下「業務の方法の基準」という。）に定めるもののほか、信用保証協会による債務保証の対象とならない業種に属する事業のために設備を導入する者を貸与の対象としてはならない。

２　センターは、設備貸与事業を行うに当たっては、業務の方法の基準に定めるもののほか、次に掲げる設備を貸与の対象としてはならない。

(1) 乗用自動車

(2) 中古品

　（貸付金の経理）

第８条　センターは、設備貸与事業の経理を他の事業経理と区分し、その収支を明確にしなければならない。
２　センターは、前項の規定による経理に関し、証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を５年間保存しなければならない。ただし、支払が未了の者に係るものについては完済まで保存するものとする。
　（実地調査等）

第９条　知事は、貸付金に関して必要があると認めるときは、センターに対し必要な資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。

　（実績報告）

第10条　センターは、第５条の規定による貸付決定を受けた年度の翌年度の４月末日又は設備貸与事業が終了した日から起算して30日を経過した日のいずれか早い日までに別記第２号様式による実績報告書を知事に提出しなければならない。

　（その他）

第11条　この要綱に定めるもののほか、資金の貸付けに関する必要な事項は、知事が別にこれを定める。

　　　附　則

１　この要綱は、平成20年９月８日から施行し、同年４月１日から適用する。

２　高知県小規模企業者等設備導入資金貸付要綱は、廃止する。ただし、高知県小規模企業者等設備導入資金貸付要綱に基づき交付された貸付金については、第８条及び第９条の規定は廃止後もなお効力を有する。

３　この要綱は、平成23年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された貸付金については、第８条及び第９条の規定は同日以降もなお効力を有する。

附　則

１　この要綱は、平成23年４月４日から施行し、同年４月１日から適用する。

２　　この要綱は、平成26年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された貸付金については、第８条及び第９条の規定は同日以降もなお効力を有する。

附　則

１　この要綱は、平成26年４月８日から施行し、同年４月１日から適用する。

２　　この要綱は、平成27年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された貸付金については、第８条及び第９条の規定は同日以降もなお効力を有する。

別記
第１号様式（第４条関係）
平成　　年　　月　　日　
　高知県知事　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人高知県産業振興センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長
平成　　年度高知県小規模企業者等設備貸与資金貸付申請書　
　当センターは、平成　　年度において、小規模企業者等設備導入資金助成法に基づく設備貸与事業を別添の事業計画書のとおり実施したいので、高知県小規模企業者等設備貸与資金貸付要綱第４条の規定により、この事業に必要な資金の貸付けについて関係書類を添えて申請します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１　事業費の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
２　貸付けを受けようとする額　　　　　　　　　　　　円
　添付書類
　　事業計画書
収支予算書

第２号様式（第10条関係）
平成　　年　　月　　日　
　高知県知事　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人高知県産業振興センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長
平成　　年度高知県小規模企業者等設備貸与資金貸付事業実績報告書
　当センターは、平成　　年度において、上記資金により設備貸与事業を下記のとおり実施しましたので、高知県小規模企業者等設備貸与資金貸付要綱第10条の規定によりその実績を報告します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１　件数　　　　　　　　　　　　　　件
２　金額　　　　　　　　　　　　　　円
　添付書類
　　貸与の対象者ごとに次に掲げる事項を記載した明細書
　　　ア　名称及び主たる事務所の所在地
　　　イ　業種
　　　ウ　設備の名称
　　　エ　貸与金額
　　　オ　貸与期間
